
重要事項説明書（介護保険） 
 
１．訪問看護および介護予防訪問看護の事業者の概要 

事業者名称 医療法人社団 友和会 

代表者氏名 理事長  末田 格 

所 在 地 
連 絡 先 

広島県廿日市市峠字下ケ原 500 番地 
電 話 ０８２９－７４－０６８８ 
ＦＡＸ ０８２９－７４－３３８５ 

 
２．訪問看護および介護予防訪問看護を提供する事業所の概要 

事業所名称 訪問看護ステーション 和み 

管理者氏名 向 井  剛 

所 在 地 
 

連 絡 先 

広島県廿日市市串戸４丁目２‐１６ 
電 話０８２９－３０－８９１５ 
ＦＡＸ０８２９－３０－８９１６     

介護保険指定 
事業所番号 ３４６２７９０１３４ 

通常事業実施地域 廿日市市全域・大竹市・広島市佐伯区・西区 
 
３．事業の目的及び運営方針 

事業の目的 
要支援または要介護状態にある方に対して、安心して

在宅療養が続けられるように、その居宅において適切な

看護サービスを提供することを目的とします。 

運営方針 

① 事業所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏ま

えて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図ると

ともに、生活の質の確保を重視した在宅療養を維持

できるよう支援します。 
② 事業所の看護師等は、要支援者が可能な限りその居

宅において、自立した日常生活を営むことができる

よう、その療養生活を支援するとともに、利用者の

心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持または向上を目指して支援します。 
③ 事業の実施にあたっては、関係市町、および地域の

保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、

総合的なサービス提供に努めます。 
 
４．事業所の営業日及び営業時間 

営業日（訪問日） 
月曜日～土曜日 
 但し、国民の祝日・１２月３１日～１月２日を除く。 
営業日以外でもケアプランに組まれた場合は訪問します。 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 
当事業所では、ご希望の方には 24 時間連絡が取れる体制を設けております。 
 



５．事業所の職員体制（令和７年５月１日） 

職種 員数 備考 

看護師 常勤７名 管理者業務を行うものを含む 

准看護師 常勤１名  

作業療法士 常勤３名  

理学療法士 非常勤１名  

事務員 非常勤１名  
 
６．提供する訪問看護および介護予防訪問看護サービスの内容 
 訪問看護および介護予防訪問看護は、看護師・準看護師等が、主治医の指示

を受けて利用者の居宅を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこ

とにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービス

です。 
① 健康チェック・心身の状態の観察 
② 清拭・洗髪等による清潔の保持 
③ 食事・排泄など日常生活の援助 
④ 褥瘡の予防・処置 
⑤ 服薬に関する援助 
⑥ リハビリテーション 
⑦ ターミナルケア 
⑧ 認知症の方への看護や精神・心理的なケア 
⑨ 介護予防におけるケア 
⑩ 療養生活や介護方法または介護予防方法指導または助言 
⑪ 社会資源の使い方相談 
⑫ その他、医師の指示による医療処置、必要な検査の補助など 

 
７．利用料とその支払いについて 

①事業を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるも

のとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、その１割ま

たは２割または３割の額とする。 
・利用料は毎日月末締め切りで計算をし、１０日前後までに請求書をお届

けしますので明細を確認のうえ、お支払いください。 
②その他利用料について 
(１)通常の実施地域以外の地域に訪問看護を行う場合 

通常の実施区域を越えた時点から自宅までの交通費の実費を徴収する。 
なお、自動車を利用した場合は、通常の実施区域を越えた時点から路    
程 1 ㎞当たり 30 円を実費徴取する。 



(２)介護保険のサービス計画外や医療保険における週 3 回の制限を超える

訪問看護 
・外来受診が困難（家族の協力が困難・移動困難・理解能力に欠ける場

合等）で同行を依頼された場合は３０分につき実費を１，０００円を

徴収する。 
・その他の法廷代理受領サービス外の訪問は３０分につき１，０００円

を実費徴収する。 
(３)1 時間 30 分を超えた長時間の訪問看護 

30 分超えるごとに別紙の通り実費徴収する。 
③ご遺体のケア料は 10,000 円とする。 
 

８．サービス提供に関するご相談・苦情の対応について 
① 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、市町または国

民健康保険団体連合会に対していつでも苦情を申し立てることができます。 
② 事業者は苦情対応の担当者およびその連絡先を明らかにするとともに、相談

又は苦情の申し立てがあった場合には迅速かつ誠実に対応します。 
事業者または事業所（0829‐30‐8915：向井）が窓口となります。 

③ 事業者は、利用者が苦情申立を行ったことを理由としていかなる不利益・不

公平な取り扱いをすることはありません。 
 

④ サービス提供に関する苦情・相談の担当窓口 
担 当 窓 口 担当部署・担当者 電話番号 
訪問看護ステーション 和み 向井 剛 0829-30-8915 

広島県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情相談係 082-554-0783 

市 町 

大竹市 地域介護課 0827-59-2144 
廿日市市 高齢介護課 0829-30-9155 
広島市 介護保険課 082-504-2183 

広島市佐伯区 介護保険課 082-943-9730 
広島市西区 介護保険課 082-943-9730 

 
９．緊急時の対応について 
サービス提供時に利用者の緊急の事態が発生した場合、必要に応じて応急の

手当てをするとともに、速やかに別紙記載の主治医、ご家族、救急隊、市町、

居宅介護支援事業所などに連絡をします。 
 
１０．事故発生時の対応について 
サービスの提供により、万が一事故が発生した場合は、速やかに関係各機関

ならびに利用者の家族などに連絡を行うとともに必要な措置を講じます。ま

た、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、不可抗力に

よる場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、当該

事故の発生について、利用者または家族に重大な過失がある場合にはこの限

りではありません。 
１１．秘密保持と個人情報の保護について 
① 当事業者は、サービスを提供する際に、知り得た利用者およびその家族に



対する秘密および個人の情報を正当な理由なく第三者には漏らしません。

この守秘義務は契約終了後も職員の退職した後も続きます。 
② あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には前項の規定に関わらず、

一定の条件下で個人情報を利用できるものとします。 
 

 

１２．（虐待防止のための措置に関する事項） 

①事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため

次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的（年２回）に開催

するとともに、その結果について、職員に周知徹底を行う。 

（２）虐待防止の指針を整備し、必要に応じて見直しを行う。 

（３）従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

②事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家

族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発

見した場合は、速やかにこれを市町に通報するものとする。 

 
 

１３．利用者代理人について 
利用者は代理人を選任して訪問看護の契約を締結させることができます。ま

た、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができま

す。利用者の代理人選出に際して必要がある場合には、事業者は成年後見人

制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。 
 
１４．その他の留意事項 
① 保険証や医療受給者証などを確認させていただきます。これらの内容につ

いて変更が生じた場合には必ずお知らせください。 
② やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合には、前日までに電話などで

のご連絡をお願いいたします。 
③ 訪問看護師は次の業務は出来ないのでご了承願います。 

・ 年金など金銭の管理    
・ご家族への訪問看護および介護予防訪問看護のサービス 

④ 訪問看護師に対する贈り物、飲食物の提供はお断りします。 



     説明年月日 令和  年  月  日 

訪問看護または介護予防訪問看護を提供するにあたり、利用者に 
対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明しました。 

    
事業所住所 広島県廿日市市串戸四丁目２‐１６ 
事業所名称  訪問看護ステーション 和み 

 

管 理 者      向井  剛   ㊞ 
 

説 明 者      向井  剛   ㊞ 
 
私は、本書面により、事業所から訪問看護または介護予防訪問看護

の利用に際し、重要事項の説明を受け、その内容に同意します。  
    

ご利用者 
住所  
氏名              ㊞ 
連絡先  

 
ご家族または代理人 

住所  
氏名              ㊞ 

   
   緊急時の連絡先 

主治医 

医 療 機 関   

利用者の主治医   

電 話 番 号   

ご家族 
または代理人 

氏名（続柄） （   ） 

電 話 番 号   

市 町 
担当窓口   

電話番号   

居宅介護支援 
専門員 

居宅介護支援事業所  

介護支援専門員   

電話番号   

 



 訪問看護ステーション 和み 料金表 介護保険利用時（要支援の方）Ｒ6 年 6 月 1 日現在 
＊ 廿日市市では１単位＝１０．２１円となります。 

☆基本利用料＝看護師、准看護師の場合 
  

単 位 数 
自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 
２０分未満  ３０３  ３０９円 ６１８円 ９２７円 
３０分未満  ４５１  ４６０円 ９２０円 １,３８０円 
３０分以上６０分未満  ７９４  ８１０円 １,６２０円 ２,４３０円 
６０分以上９０分未満 １０９０ １,１１２円 ２,２２４円 ３,３３６円 

  ＊ 准看護師の場合は９０％の料金となります。 
☆基本利用料＝作業療法士の場合 

１回２０分につき ２８７ ２９３円 ５８６円 ８７９円 
６０分で９０％の料金 ７７４ ７９０円 １,５８０円 ２,３７０円 
＊ 週２０分×６回までの範囲での訪問となり、１日に６０分以上は９０％の料金となります。 
＊ １２か月以降は１回につき２３単位の減算となります。 

☆以下は加算料金となります。        
１）初回加算 

新規に訪問看護計画を 
作成し訪問提供時 ３００単位 ３０６円 ６１２円 ９１８円 

２）緊急時訪問看護加算Ⅰ 
緊急時対応を同意された

場合（１月につき） 
６００単位 ６１２円 １,２２４円 １,８３６円 

３）特別管理加算（厚生労働大臣が定める状態にある場合、１月につき） 
特別管理加算 Ⅰ ５００単位 ５１０円 １,０２１円 １５３２円 
特別管理加算 Ⅱ ２５０単位 ２５５円 ５１０円 ７６６円 

 
４）複数名訪問加算 
（同時に複数の看護師等が計画的に訪問したとき） 

所要時間３０分未満の場合（１回につき） ２５４単位 ２５９円 ５１８円 
所要時間３０分以上の場合（１回につき） ４０２単位 ４１０円 ８２０円 

５）退院時共同指導加算 
入院中に主治医と連携し、在宅生活にお

ける指導を行い、文書を提出した場合 ６００単位 ６１３円 １,２２５円 

６）夜間・早朝・深夜加算 
夜間（午後６時～１０時）早朝（午前６時～８時） ２５％加算 
深夜（午後１０時～午前６時） ５０％加算 

☆その他の費用（保険適応外の当ステーションでの料金設定となっています。） 
交通費（営業地域は不要） その他の地域は営業地域を越えた時点から路程１㎞当たり３０円 
衛生材料・おむつなど 実費負担 
受診同行 ３０分につき１,０００円+かかった交通費の実費 
法定代理受領サービス外の訪問 ３０分につき１,０００円 
ご遺体のケア料 １０,０００円 

 

単位数 １割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

単位数 １割負担の場合 ２割負担の場合 



 訪問看護ステーション 和み 料金表 介護保険利用時（要介護の方）Ｒ６年６月１日現在 
＊ 廿日市市では１単位＝１０．２１円となります。 

☆基本利用料＝看護師、准看護師の場合 
  

単 位 数 
自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 
２０分未満  ３１４  ３２０円 ６４０円 ８６０円 
３０分未満  ４７１  ４８１円 ９６２円 １,４４３円 
３０分以上６０分未満  ８２３  ８４０円 １,６８０円 ２,５２０円 
６０分以上９０分未満 １１２８ １,１５２円 ２,３０３円 ３,４５６円 

  ＊ 准看護師の場合は９０％の料金となります。 
☆基本利用料＝作業療法士の場合 

１回２０分につき ２９４ ３００円 ６００円 ９００円 
６０分で９０％の料金 ７９４ ８１８円 １,５８８円 ２,３８２円 

  ＊ 週２０分×６回までの範囲での訪問となり、１日に６０分以上は９０％の料金となります。 
 
☆以下は加算料金となります。        

単 位 数 １割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 
１）初回加算 

新規に訪問看護計画を作成し訪問提供時 ３００単位 ３０６円 ６１２円 ９１９円 
２）緊急時訪問看護加算Ⅰ 

緊急時対応を同意された場合（１月につき） ６００単位 ６１２円 １,２２４円 １,８３８円 
３）特別管理加算（厚生労働大臣が定める状態にある場合、１月につき） 

特別管理加算 Ⅰ ６００単位 ６１３円 １,２２６円 １,８３９円 
特別管理加算 Ⅱ ５７４単位 ５８６円 １,１７２円 １,７５８円 

４）複数名訪問加算（同時に複数の看護師等が計画的に訪問したとき） 
所要時間３０分未満の場合（１回につき） ２５４単位 ２５９円 ５１８円 
所要時間３０分以上の場合（１回につき） ４０２単位 ４１０円 ８２０円 

 

 
５）退院時共同指導加算 

入院中に主治医と連携し、在宅生活におけ

る指導を行い、文書を提出した場合 
６００単位 ６１３円 １,２２５円 

６）ターミナルケア加算（当加算について同意の上２回以上訪問の後、亡くなられた時） 
ターミナルケアを同意された場合 ２５００単位 ２,５５２円 ５,１０４円 

７）夜間・早朝・深夜加算 
夜間（午後６時～１０時）早朝（午前６時～８時） ２５％加算 
深夜（午後１０時～午前６時） ５０％加算 

☆その他の費用（保険適応外の当ステーションでの料金設定となっています。） 
交通費（営業地域は不要） その他の地域は営業地域を越えた時点から路程１㎞当たり３０円 
衛生材料・おむつなど 実費負担 
受診同行 ３０分につき１，０００円+かかった交通費の実費 
法定代理受領サービス外の訪問 ３０分につき１，０００円 
ご遺体のケア料 １０，０００円 

 

単位数 １割負担の場合 ２割負担の場合 


